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第３章 全体構想 

第１節 まちづくりの将来像 

１ 将来都市像 

「上越市第 6次総合計画（平成 26 年 12 月策定）」では、上越市の目指すべき将来都市像を示し

ています。「都市計画マスタープラン」では、都市計画の観点から総合計画で示す将来都市像の実

現を目指します。 
 
 
 
 
『すこやかなまち』とは、現在そして将来の市民一人ひとりが、人や地域などとの間に良好な

関係性を築き、生涯を送る上で不可欠となる安定的な生活基盤が確保していることはもとより、

心の豊かさが満たされ快適で充実した「すこやかな暮らし」を送る条件を備えたまちです。 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

すこやかなまちのイメージ 

 

すこやかなまち  ～人と地域が輝く上越～ 

≪将来都市像≫ 

 
 

 

２ 将来都市構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

快適で充実した都市(生活)空間を形成し、  

各拠点が相互に連携した持続可能な都市構造 

≪将来都市像実現のための都市構造≫

都市構造のイメージ 

将
来
都
市
像
を
実
現
す
る
た
め
の
都
市
構
造 

中山間地域 

市街地 
田園地域 

人や物の移動を支える 
交通ネットワークを構築 

交通ネットワーク 暮らしを支える拠点 

人々の暮らしを支える
拠点を構築 

市街地、田園地域、中山間地域それぞれの 
特性をいかし育むめりはりのある土地利用を推進 

めりはりのある土地利用 

○将来にわたり、市民が安全・安心に、快適で充実した暮らし

ができるように、生活サービス施設や地域の交流の場が確保

された都市（生活）空間の形成や、優良な農地、自然環境の

保全を目指します。 
 
○『拠点』の都市機能*を維持するための重点的な政策を行い、

『暮らしを支える拠点』の構築を目指します。 
 
○多様な都市機能*や優良な農地、豊かな自然を有するエリア

それぞれの特性をいかし育む『めりはりのある土地利用』を

目指します。 

持
続
可
能
な
都
市
構
造 

将
来
に
わ
た
り
、
市
民
が
快
適
で
充
実
し
た

暮
ら
し
を
続
け
ら
れ
る
ま
ち
の
構
造 

○将来にわたり、市民が安全・安心に、快適で充実した暮らし

ができるよう、都市・生活機能を拠点と拠点、拠点と地区内

の集落間で補いあうため、『人や物の移動を支える交通ネッ

トワーク』の構築を目指します。 
 
○北陸新幹線の開業など広域交通網のさらなる充実は、本市と

市外との交流を拡大する絶好の機会となることから、市内外

からの交流を促し、それらを市全域に波及させるため、拠点

と市外、拠点と拠点、拠点と地区内の集落の間の『人や物の

移動を支える交通ネットワーク』の構築を目指します。 

快適で充実した都市（生活）空間を形成 

各拠点が相互に連携 
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○将来にわたり、市民が安全・安心に、快適で充実した暮らし

ができるよう、都市・生活機能を拠点と拠点、拠点と地区内

の集落間で補いあうため、『人や物の移動を支える交通ネッ

トワーク』の構築を目指します。 
 
○北陸新幹線の開業など広域交通網のさらなる充実は、本市と

市外との交流を拡大する絶好の機会となることから、市内外

からの交流を促し、それらを市全域に波及させるため、拠点

と市外、拠点と拠点、拠点と地区内の集落の間の『人や物の

移動を支える交通ネットワーク』の構築を目指します。 

快適で充実した都市（生活）空間を形成 

各拠点が相互に連携 
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≪将来都市構造の考え方≫ 
 

 上越市の都市構造は以下の 3つの要素から構成されるものとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多様な都市機能*や優良な農地、豊かな自然

を有する地域それぞれの特性をいかし、育

むまちを形成するため、市域を「市街地」

「田園地域」「中山間地域」に分け、「めり

はりのある土地利用」を目指します。 

商業、医療、福祉、教育、文化などの都市・

生活サービスが受けられる暮らしやすい

まちを形成するため、各地区の拠点機能に

応じて「都市拠点」「地域拠点」「生活拠点」

「ゲートウェイ」の 4 つに分け、「暮らし

を支える拠点」の構築を目指します。 

拠点と市外、拠点と拠点、拠点と地区内の

集落のそれぞれの間の移動が便利で安全

にできるよう、交通ネットワークを「広域

ネットワーク」「拠点間ネットワーク」「地

区内ネットワーク」に分け、「人や物の移

動を支える交通ネットワーク」の構築を目

指します。 

めりはりのある土地利用面 

暮らしを支える拠点 

の構築 点 

人や物の移動を支える 
交通ネットワーク 線 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 注）ネットワークについては、公共交通や緊急輸送道路を踏まえ、実際の人の動きを模式的に示したもの。

地区内ネットワークは図示していない。 

将来都市構造図 
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 注）ネットワークについては、公共交通や緊急輸送道路を踏まえ、実際の人の動きを模式的に示したもの。

地区内ネットワークは図示していない。 

将来都市構造図 



第
3
章

28 29

 

全
体
構
想 

 
 

 

1） 基本的な考え方 

○土地は、人々の暮らしや産業活動などの基盤となる限られた資源であるため、生活

環境の向上や自然環境・景観の保全、防災などの視点から、すこやかなまちの形成

に向け、市民や事業者の皆さんとともに計画的な土地利用を推進します。 

○これまでに整備された道路や公園、公共施設、建築物などの既存ストック*を有効活

用しながら、社会経済情勢の変化に対応し、市の持続的な発展を可能とするまちづ

くりや土地利用を推進します。 

○多様な都市機能*や優良な農地、豊かな自然を有する地域それぞれの特性をいか

したまちを形成するため、市域を「市街地」「田園地域」「中山間地域」に分け、それ

ぞれの機能に応じた「めりはりのある土地利用」を目指します。 

 

①市街地 
・ 市街地は、暮らしを支える都市機能*が集積し、上越市全体の都市的な活動を支える地

域です。 

・ 人口減少などの社会経済情勢の変化などを踏まえ、市街地の適正な規模の維持を推進

します。 

・ 市街地に「住居系土地利用」、「商業系土地利用」、「工業系土地利用」のそれぞれの土

地利用を適正かつ計画的に配置・誘導しながら、誰もが快適に暮らし続けられる市街

地の形成に取り組みます。 

・ 社会経済情勢の変化を踏まえた住宅系・商業系・工業系の土地利用の変化や、住民・

事業者ニーズを見極めながら柔軟な土地利用を進めるとともに、市街地内で十分に活

用されていない土地の解消を推進します。 

 

②田園地域 
・ 田園地域は、優良農地が多く存在し、上越市の基幹産業である農業を支える農業生産

地域としての役割を担います。 

・ 無秩序な開発を抑制するとともに、優良な農地や自然環境、農村部の景観を保全しつ

つ、地域の活力を維持するため、適正な土地利用を誘導します。 

・ 集落は、農村らしいゆとりある住環境を形成します。 

・ 優良な農地は、地域の実情に応じて大規模ほ場*などの生産基盤の整備を進めるととも

に、農地の集積を進め、農業の生産性を高める土地利用を推進します。 

 

 

 

面 めりはりのある土地利用 



第
3
章

28 29

  

全
体
構
想 

上越市都市計画マスタープラン
 
 

 

③中山間地域 
・ 中山間地域は、美しい自然や景観、水の供給、自然災害の抑止など、様々な公益的機

能*を有しており、全市民がそれを享受しています。 

・ 自然環境や景観を保全するとともに、水源かん養*などの公益的機能*を維持するため、

森林の適切な管理と農地の保全に加え、関連施策と連携しながら人や地域の支え合い

などにより中山間地域の暮らしを支援します。 

・ 集落は、自然環境と調和した里山らしい住環境を形成します。 

 
2） 土地利用の位置づけ 

地勢的特徴や土地利用の状況を踏まえ、市街地、田園地域、中山間地域の 3 つのエリア

を設定します。 

 
表 土地利用の位置づけ 

都市構造 

の名称 
機能 対象となる地域 対象地域 

市街地 

暮らしを支える多様

な都市機能を有する

地域 

既に市街化が進んだ

地域又は市街化が想

定される地域 

●上越都市計画区域(合併前上越市、頸城区、 

大潟区)の市街化区域 

●柿崎都市計画区域の用途地域 

田園地域 
農業生産機能と生活

機能を有する地域 

市街地に隣接する平

坦で農地と集落が分

布する地域 

●上越都市計画区域(合併前上越市、頸城区、 

大潟区)の市街化調整区域のうち、平坦で 

農地が広がる地域 

●柿崎都市計画区域の用途地域外の一部 

●都市計画区域外のうち、市域の東部から 

南部にかけての平坦で農地が広がる地域 

中山間 

地域 

水源かん養や保水・

浄水、生態系保全な

どの様々な公益的機

能と生活機能を有す

る地域 

平地の外縁部から山

間地に至るまとまっ

た平坦で耕地の少な

い地域 

●合併前上越市の西部中山間地域 

●都市計画区域外のうち、平地の外縁部から 

山間地に至る平坦な耕地の少ない地域 

 
※中山間地域とは：平地・山間地など地勢的特徴で定める地域です。市で定める中山間地域振興基本条例*の対象

区域である中山間地域とは異なります。 

 

●中山間地域振興基本条例*の対象区域である中山間地域とは・・ 

金谷区、谷浜・桑取区、安塚区、浦川原区、大島区、牧区、柿崎区、 

吉川区、中郷区、板倉区、清里区、名立区のうち、都市計画法の用途 

地域を除いた地域（地域自治区*単位で指定） 
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将来都市構造図（土地利用）

※道路：実線は現状 

点線は計画・構想 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来都市構造図（土地利用）

※道路：実線は現状 

点線は計画・構想 
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○市街地と田園地域、中山間地域はともに支え合い、享受する関係になっています。 

○それぞれが地域の特性をいかし、適切な状態を保ち続ける（めりはりのある土地利用を進め

る）ことが、持続可能な都市構造につながります。 

  コラム 

１ 
市街地と田園地域、中山間地域の関係 

共に支え合い、
享受する
関係

中山間地域田園地域

●教育や医療、商業など都市的な利
便性を享受できる

●まちを就業の場として活用すること
ができる

●まちを生産地に近接する農作物の
消費の場として活用できる

●豊かな水や土壌を活用し、安全でお
いしい農作物を生産できる

●教育や医療、商業など都市的な利
便性を享受できる

●まちを就業の場として活用すること
ができる

●まちを生産地に近接する農作物の
消費の場として活用できる

市街地を適切な規模とし、まちを活
性化させることで・・・

市街地を適切な規模とし、まちを活
性化させることで・・・

中山間地域が適切に管理、保全さ
れることで・・・

●土砂災害等や

鳥獣被害等が
低減し、安全
に暮らせる

田園地域が適切に管理、保全され
ることで・・・

●農林業などの就業の場やレクリエー

ションの場として活用することができ
る

●病害虫や鳥獣被

害が低減し、安全
に暮らせる

市街地

●市街地の住民は、地元の新鮮な農

作物やおいしい水を安定的に入手
でき、安全な食生活がおくれる

●水害・土砂災害等や病害虫・鳥獣被
害等が低減し、安全に暮らせる

●美しい自然風景が感じられる環境で

生活でき、ウィンタースポーツなどを
楽しむことができる

田園・中山間地域が保全され、美し
い自然・農村を維持することで・・・
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点 暮らしを支える拠点の構築 

1） 基本的な考え方 

○商業、医療、福祉、教育、文化などの都市・生活サービスが受けられる暮らしやすい

まちを形成するため、各地区の拠点の機能に応じて「都市拠点」「地域拠点」「生活

拠点」「ゲートウェイ」の 4 つに分け、「暮らしを支える拠点」の構築を目指します。 

 

①都市拠点 
・ 交通の利便性が高く多様な都市機能*が集積するエリアで、上越市の都市活動の中心とな

っている高田駅周辺、直江津駅周辺、春日山駅周辺を『都市拠点』として位置づけます。 

・ 都市的ライフスタイルを可能とする居住環境と上越市の経済発展の原動力となる都市

機能*の集積を図るとともに、市内外からの交通アクセス性を高め、多様な人々や団体

が集まり、交流や連携が生まれるにぎわいのある拠点を目指します。 

 

②地域拠点 
・ 日常生活に必要な機能に加え、周辺の生活拠点を支える機能が集積し、地区内及び周

辺地区の日常生活を支える柿崎区、大潟区、浦川原区、板倉区の中心的エリアを『地

域拠点』として位置づけます。 

・ 日常生活に必要な機能に加え、周辺の生活拠点を支える機能の維持・集積を図るとと

もに、地区内の集落や地区外からの交通アクセスを確保し、人々や団体が集まり、交

流や連携が生まれる拠点を目指します。 

 

③生活拠点 
・ 日常生活に必要な機能が集積する安塚区、大島区、牧区、頸城区、吉川区、中郷区、

清里区、三和区、名立区の中心的エリアを『生活拠点』として位置づけます。 

・ 日常生活に必要な機能の維持・集積を図るとともに、地区内の集落や地区外からの交

通アクセスを確保し、人々や団体が集まり、交流や連携が生まれる拠点を目指します。 

 

④ゲートウェイ 
・ 広域交通の結節点として交通の利便性をいかした都市機能*が集積し、市内外を行き来

する人や物の玄関口である、上越妙高駅周辺、直江津港周辺、上越インターチェンジ

周辺を『ゲートウェイ』として位置づけます。 

・ 広域交通が結節し、市内から市外へ、市外から市内への広域的な人や物の移動の玄関

口としての特性をいかした機能の集積を促進します。 

・ 上越魚沼地域振興快速道路*の整備促進により関東・魚沼方面からの新たな玄関口となる

ことが予定される寺インターチェンジ周辺については、今後、道路整備の進捗状況を考慮して

ゲートウェイとしての位置づけを視野に、ふさわしい機能を整備・誘導することを検討します。 

 
 

 

2） 拠点の位置づけ 

各地区の拠点の機能を踏まえ、以下の 4つの種類の拠点を設定します。 

  

表 拠点の位置づけ 

都市構造 

の名称 
機能 対象地域 

都市拠点 

市の中心地として多様な都市機能が集

積し、市内外からの交通アクセスを有

する 

●直江津駅周辺、春日山駅周辺、 

 高田駅周辺 

地域拠点 

各地区の中心的エリアとして、日常生

活に必要な機能に加え、周辺の生活拠

点を支える機能が集積し、地区内外か

らの交通アクセスを有する 

●柿崎区、大潟区、浦川原区、 

 板倉区の中心的エリア 

生活拠点 

各地区の中心的エリアとして日常生活

に必要な機能が集積し、地区内外から

の交通アクセスを有する 

●頸城区、吉川区、三和区、大島区、 

 安塚区、清里区、牧区、名立区、 

 中郷区の中心的エリア 

ゲートウェイ 

広域交通が結節し、広域的な人や物の

移動の玄関口としての特性をいかした

機能を有する 

●上越妙高駅周辺、直江津港周辺、 

上越インターチェンジ周辺 

 
  ○都市機能とは・・・ 

   商業、業務、教育、文化、交流、行政など、都市的サービスを提供する機能 
  都市的サービスの例 

 都市拠点が 
持つ機能  

洋服などの買回品を購入する店、大型商業施設または商業施設の集積、

総合病院または医療機関の集積、図書館、文化施設、ビジネスホテル、

コンベンション施設など 

 

地域拠点が 
持つ機能  

スーパー・ホームセンター、金融機関、福祉施設、体育施設など  

 

生活拠点が 
持つ機能 

(日常生活に 
必要な機能)

生鮮食料品などの最寄品を購入する店、行政窓口、郵便局、農協、 
コミュニティ施設、保育所、小・中学校、医療機関、公共交通など 

※機能は例示であり、拠点の立地や周辺地域の人口、周辺の拠点が有する機能などの状況に

より異なります。  
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将来都市構造図（拠点） 

※道路：実線は現状 

点線は計画・構想

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

将来都市構造図（拠点） 

※道路：実線は現状 

点線は計画・構想




